
○県内19市町の予算規模 ８,２２６億円（前年度比△１,４３０億円、△14.8％）

○骨格予算を編成した３市町を除く1６市町の予算規模 ５,００５億円
（前年度比 △９３６億円、△15.8％）

※令和８年度当初予算においては、首⾧選挙のため、３市町（金沢市、輪島市、津幡町）が骨格予算を計上

○増加:1１団体（骨格予算1市1町含む7市4町）、減少:８団体（骨格予算1市含む4市4町）

市町の令和８年度普通会計当初予算について

(単位:百万円、％）

増減率
(C/B)

増減額
(C=A-B)

Ｒ７
(B)

Ｒ８
(A)

区 分

▲15.8▲93,574594,106500,532当初予算総額

（参考）前年度との比較

予算規模

総務部市町支援課 076(225)1284

※令和８年度に骨格予算を編成した３市町を除く1６市町により前年度と比較



（性質別予算）

○義務的経費 1,730億円（前年度比＋106億円、＋6.5％）
・ 人件費（＋21億円、＋3.9％） ※給与改定による職員給の増など
・ 扶助費（＋14億円、＋2.0％） ※障害者自立支援給付金の増など
・ 公債費（＋71億円、＋17.5％） ※償還額の増など

○物件費 681億円（前年度比▲942億円、▲97.8％）
・ 能登半島地震・奥能登豪雨に係る災害廃棄物処理事業費の減

（▲939億円、▲58.1％）

○普通建設事業費 664億円（前年度比 ＋85億円、＋14.6％）
・ 土木・農林水産施設（＋80億円、＋31.1％）

※災害公営住宅整備事業費の増など
・ 消防・行政施設（＋16億円、＋26.4％）

※避難拠点施設整備事業、庁舎改修事業の増など

○災害復旧事業費 804億円（前年度比▲209億円、▲20.6％）
・ 能登半島地震・奥能登豪雨に係る災害復旧事業費の減

市町の令和８年度普通会計当初予算について

【歳 入】 地方財政計画を踏まえた地方交付税の増加や賃金上昇による個人住民税の
増加等により、一般財源総額は前年比＋4.6％

【歳 出】 能登半島地震・奥能登豪雨に係る災害復旧事業費や災害廃棄物処理事業費
の減少等により、前年比▲15.8％

総務部市町支援課 076(225)1284
予算の特徴

歳入 歳出
○地方税 969億円（前年度比＋37億円、＋4.0％）

・ 所得上昇による個人住民税の増（＋22億円、＋6.9％）
・ 家屋の新築・増築に伴う固定資産税の増（＋11億円、＋2.5％）

○地方交付税 985億円（前年度比＋29億円、＋3.0％）
・ 地方財政計画からの推計による見込増

○地方譲与税 30億円（前年度比+0.1億円、+0.3％）
・ 昨年度実績等を踏まえた見込増

○地方特例交付金等 11億円（前年度比+4億円、+57.3％）
・環境性能割等の廃止に伴う減収補填特例交付金の皆増による増

一般財源総額 2,222億円（前年度比＋97億円、＋4.6％）
○地方債 560億円（前年度比▲675億円、▲54.7％）

・ 災害復旧事業債 （▲741億円、▲83.4％）
・ 公営住宅建設事業債（+52億円、+374.8％）

※令和８年度に骨格予算を編成した３市町を除く1６市町により前年度と比較



・ 第１表 市町別予算総額一覧表

・ 第２表 歳入予算の状況

・ 第３表 歳出予算の状況

資 料



第１表 市町別予算総額一覧表
（単位:千円、％）

地方債依存度一般財源比率地方税
対前年度増減率

対前年度
増減率

対前年度
増減額

当初予算
市町名

令和７年度令和８年度
5.360.42.51.42,865,151204,790,956207,656,107金沢市※

11.938.52.5▲ 8.7▲ 5,263,21060,534,15655,270,946七尾市
10.354.23.15.32,919,70054,760,30057,680,000小松市
16.115.86.5▲ 35.6▲ 52,896,900148,416,39895,519,498輪島市※
15.119.2▲ 1.3▲ 51.8▲ 54,689,686105,625,95950,936,273珠洲市
7.058.06.9▲ 11.5▲ 4,752,86041,312,70036,559,840加賀市

16.241.87.018.83,070,00016,300,00019,370,000羽咋市
5.961.83.75.91,169,04419,718,31920,887,363かほく市
8.859.15.74.92,964,93560,288,99363,253,928白山市
9.057.93.70.8213,06028,189,68228,402,742能美市

11.753.24.63.3820,00025,060,00025,880,000野々市市
9.847.33.5▲ 13.5▲ 103,580,766764,997,463661,416,697市計

10.748.04.4▲ 13.0▲ 53,549,017411,790,109358,241,092市計（骨格除）

14.258.17.97.9362,0004,610,0004,972,000川北町
7.251.93.73.2593,69018,313,56018,907,250津幡町※

17.034.71.426.34,190,66015,938,94020,129,600内灘町
12.038.3▲ 0.8▲ 36.1▲ 13,998,07538,795,23624,797,161志賀町
10.946.81.8▲ 1.7▲ 206,56312,002,56311,796,000宝達志水町
12.447.53.2▲ 16.5▲ 3,028,21018,368,16015,339,950中能登町
13.119.92.47.31,796,30024,451,00026,247,300穴水町
10.032.4▲ 3.1▲ 42.8▲29,141,00068,150,00039,009,000能登町
11.837.11.9▲ 19.7▲ 39,431,198200,629,459161,198,261町計

12.435.21.3▲ 22.0▲ 40,024,888182,315,899142,291,011町計（骨格除）

10.245.33.3▲ 14.8▲ 143,011,964965,626,922822,614,958合計

11.244.44.0▲ 15.8▲ 93,573,905594,106,008500,532,103合計（骨格除）

※「骨格除」は骨格予算編成団体（金沢市、輪島市、津幡町）を除く1６団体



第２表 歳入予算の状況
（単位:千円、％）

構成比歳入予算額
区分・科目 増減

（F=D-E）
令和７年度

（E）
令和８年度

（D）
増減率
（C/B）

増減額
（C=A-B）

令和７年度
（B）

令和８年度
（A）

3.715.719.44.03,705,95493,186,85496,892,808地方税○
0.10.50.60.39,9102,971,1692,981,079地方譲与税
1.13.44.513.62,705,57419,921,50122,627,075地方消費税等各種交付金
0.10.10.257.3413,269720,9471,134,216地方特例交付金等
3.616.119.73.02,868,86495,664,33798,533,201地方交付税
3.616.119.73.02,868,86495,664,33798,533,201（参考）臨時財政対策債含
8.635.844.44.69,703,571212,464,808222,168,379小計（一般財源）
8.635.844.44.69,703,571212,464,808222,168,379（参考）臨時財政対策債含
0.00.00.0▲ 6.5▲ 3,51053,61550,105交通安全対策特別交付金
0.00.20.2▲ 11.0▲ 104,612953,387848,775分担金負担金○
0.10.70.8▲ 2.3▲ 97,3524,286,5014,189,149使用料手数料○

▲ 2.925.923.0▲ 25.2▲ 38,764,380154,110,699115,346,319国庫支出金
1.99.611.50.3181,77057,263,64457,445,414県支出金
0.10.10.253.2335,762631,180966,942財産収入○
0.31.21.511.3778,5836,913,7847,692,367寄附金○
1.04.35.32.2571,65825,807,41126,379,069繰入金○
0.00.10.1▲ 6.6▲ 33,321503,333470,012繰越金○
0.51.31.818.41,395,6267,589,1468,984,772諸収入○

▲ 9.620.811.2▲ 54.7▲ 67,537,700123,528,50055,990,800地方債
0.00.00.0000うち臨時財政対策債

▲ 9.620.811.2▲ 54.7▲ 67,537,700123,528,50055,990,800うちその他の地方債
-100.0100.0▲ 15.8▲ 93,573,905594,106,008500,532,103歳入合計

5.823.529.34.76,552,298139,871,596146,423,894○印 自主財源
（注）１ ○印は、自主財源である。

２ 地方消費税等各種交付金の欄には、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、法人事業税交付金を含む。
３ 地方特例交付金等の欄には、個人住民税減収補塡特例交付金、自動車・軽自動車税減収補塡特例交付金、軽油引取税減収補填特例交付金、地方揮発油譲与税減税収補填特例交付金を含む。
４ 国庫支出金の欄には、国有提供施設等所在市町村助成交付金を含む。



第３表 歳出予算の状況
（単位:千円、％）

構成比歳出予算額
区分・科目 増減

（F=D-E）
令和７年度

（E）
令和８年度

（D）
増減率
（C/B）

増減額
（C=A-B）

令和７年度
（B）

令和８年度
（A）

2.19.211.33.92,141,67054,646,62256,788,292人件費○

消
費
的
経
費

1.35.77.02.8948,38434,160,42735,108,811うち職員給

0.20.40.623.4531,1342,273,0072,804,141うち退職手当

▲ 13.727.313.6▲ 58.1▲ 94,238,929162,291,45468,052,525物件費

0.20.60.87.0246,2833,540,7973,787,080維持補修費

2.411.313.72.01,367,15167,426,38068,793,531扶助費○

2.912.115.04.02,902,48172,058,43874,960,919補助費等

▲ 6.260.654.4▲ 24.3▲ 87,581,344359,963,691272,382,347小計

3.59.813.314.68,478,38457,927,28666,405,670普通建設事業費
投
資
的
経
費

2.15.17.219.55,091,34130,204,25436,105,595うち補助事業分

1.34.76.09.32,577,04327,723,03230,300,075うち単独事業分

▲ 0.917.016.1▲ 20.6▲ 20,883,256101,258,31480,375,058災害復旧事業費

2.526.829.3▲ 7.8▲ 12,404,872159,185,600146,780,728小計

0.74.04.7▲ 0.6▲ 131,90323,611,35023,479,447繰出金

▲ 0.41.10.7▲ 46.2▲ 3,011,8436,525,2753,513,432積立金

0.70.61.361.72,477,4624,014,5096,491,971貸付金等

2.76.89.517.57,068,59540,276,93347,345,528公債費○

0.00.10.11.910,000528,650538,650予備費

-100.0100.0▲ 15.8▲ 93,573,905594,106,008500,532,103歳出合計

7.227.334.56.510,577,416162,349,935172,927,351○印 義務的経費



◆普通会計
地方公共団体ごとに各会計で経理する事業の範囲が異なっているため、統一的な基準で整理して比較できるようにした統計上の会計区分。

一般会計と公営事業会計（公営企業会計、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計等）を除く特別会計をあわせたものをいう。

◆地方交付税
地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ、全ての地方公共団体が一定の行政水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、

国が地方公共団体に対して交付する税。財源は、国税のうち所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額及び地方法人税の全額。

◆臨時財政対策債
地方財源の不足に対応するため、従来の国の交付税特別会計で借入を行い、交付税として地方公共団体に交付していた方式から、各地方公共団体において借り入れる

ことになったもの。この臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を後年度交付税に算入することとなっている。通常の地方債とは違い、一般財源として取り扱われる。

◆地方特例交付金
国の制度変更等により、地方負担の増や地方の減収が生じた場合などに、特例的に交付される交付金。

(1) 個人住民税減収補塡特例交付金
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収を補塡するもの

(2) 自動車税減収補塡特例交付金・軽自動車税減収補塡特例交付金
自動車税・軽自動車税環境性能割の廃止による減収を補塡するもの

(3) 軽油引取税減収補填特例交付金
軽油取引税当分の関税率の廃止による減収を補填するもの

(4) 地方揮発油譲与税減税収補填特例交付金
地方揮発油税当分の関税率の廃止による減収を補填するもの

◆一般財源総額
一般財源総額とは、市町村税、地方譲与税、地方消費税等各種交付金、地方特例交付金、地方交付税、臨時財政対策債の合計であり、使途を特定されない財源の総額である。

◆義務的経費
地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務付けられた経費。人件費、扶助費（社会保障関係経費）、公債費の３つの費目が義務的経費とされる。

用 語 解 説


